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| 2年かけて「国家改造」？ I 
戦争への白紙委任＝「武力事態法」
を止めるために

青木雅彦

4月の9日にも国会へ提出予定だったいわ

ゆる「有事諸法案」だが、与党での合意が遅れた

ため16日閣議決定へとずれこんだ。実は12 

日現在も細部についてはまだ修正が行われて

いる段階だが、奇妙なことに提出期日と「今国

会での成立」は与党内部で合意されていると伝

えられる。

今国会に提出される法案は、様々な曲折が

あったが結局次の3本になる。

(A)武力攻撃事態平和安全確保法案（略称・

平和安全法案，ここでは「武力事態法」と

略））

(B)自衛隊法改正案

(C)安全保障会議設置法改正案

このうちメインとなるのは全くの新規立法

になる(A)で、これを実現するために(B)と

(C)の改正が行われることになる。昨年の9.

1 1に便乗する形で法案化が公式に始められ

たわけだが、「対テロ」や「不審船」に関する法案

は先送りにされることになった。

当初言われていた「包括法案」つまり今後の

「有事」諸法令の方向を示すのが(A)というこ

とになるが、この中に「2年間」という期限を設

けて様々な法令（中味を言わずに）の制定をい

わば義務付けているという。「有事立法」＝戦後

国家改造への白紙委任状をまず政府が手に入

合
女
6
七

●私たちは、フィリピンが米国の対テロ戦争

の第二の戦線にされてしまっていることに重

大な危惧を抱いている。世界的なテロリズム

に対する憂慮を私たちも共有している。テロ

はあらゆる手段を使って阻止しなければなら

ない。しかし、私たちは、これまで覆い隠され、

無視され、人々を分断してきた、より大きな問

題を議論しなければならない。

I ●テロの脅威の増大を認識しつつも、私たち

非政府組織と民主組織は、拡大する貧困と不

舟公平がもたらしているより大きく永続的な、

人権に対する脅威との闘いを続けていく。
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れるいうことだ。

なぜ「2年以内」なのか説明はない。戦争屋

ブッシュの任期中に日本を巻き込んだ「有事」

があるという読みなのか、とにかく国民にとっ

てはまるで、何を売りつけられるのか分からな

いまま「貴方に必要な物品一式」として購人契

約書（2年間で全品購入義務）をかわすような

ものだ。しかも「クーリングオフ」は不可。下手

をすると命まで取られてしまう契約だ。

そもそもルール違反（憲法に反して）のため

のルールを作ろうというのが今回の「有事立

法」の出発点だったわけだから、初っ端から「超

法規的」な法律が出てくるのもやむを得ないの

か、内閣法制局や与党議員ももうすでに理性も

自制もなくしているとしか思えない。

゜4月3日にこの3法案が最初与党に提示さ

れた時、推進派の与党内部でさえ不評を買い混

乱を招いた。実際無茶苦茶な法案を理路整然と

説明することは不可能だ。それもそのはずで、

当初から政府原案は何のポリシーもなく、あれ

もついでに入れてしまえ、それを入れると国民

の反対が出るから今は引っ込めておけ、とか単

なる思惑で付けたり外したりしたため、全体と

しては一体何を目指しているのか分からない

寄せ木細工の奇妙奇天烈な法案になったから

だ。

しかしその様なデタラメ法案だからこそ、政

府はその内容をなかなか明らかにせず、またそ

れを審議するはずの与党国会議員も、できるだ

け拙速な審議で無理やり成立させようとして

いる。与党はすでにこの3法案を「今国会会期

中に」成立させることで「合意」したという。会

期は延長しないと言っているから実質審議は

1月である！マスコミ、一般国民、良心派の国

会議員に考える暇を与えない、異議を挟む時間

的余裕を与えないというつもりだが、改憲に匹

敵する法案をこの短期間で通すというのは

クーデターのようなものだ。

゜

つまり私達反対派にとって時間は限られて

いるということだ。一方で「武力事態法」の問題

点をすべて列挙しようとすると途方もない時

間がかかってしまい時間切れになってしまう。

そこでここでは「骨太」に、前号で上げた「三本

柱」

(1)政府による自治体統制

(2)基本的人権•財産権等の制約

(3)米軍への協力へ国民を動員

の視点から争点を整理してみたい。

(1)政府による自治体統制

◆自治体に政府に従う「義務」

「武力事態法」での規定で注目を集めている

のが、「有事」の際首相の自治体に対する「指示」

の権限や「代執行」（自治体に代わって）の権限

が明記されていることだ。「指示」というのは、

住民に対する「避難」や物資の保管・配分命令な

どを出すことが想定されている。そして自治体

がその「指示」に従わない時つまり「所要の措置

が実施されないとき」には、国が自治体に代

わってその措置を実施するのが「代執行」（法案

にはこの表現は使われないようだが）というこ

とだ。

憲法の規定する地方自治を根幹から否定す

る超憲法的措置と言える。すでに周辺事態法で

は政府は「地方公共団体の長に対し、その有す

る権限の行使について必要な協力を求めるこ

とができる」（第9条）という有名な規定がある

が、「強権」（代執行のような）を明文化した点で

この法案の内容はさらにそれを進めたものだ。

またこの「指示」というのが拘束力を持つの

かということに関しては自治体の反発を警戒

して曖昧にしている部分があるものの、「法的

拘束力を備えた形での指示権というものは考

えられる」（内閣審議官委員会答弁、 4月4日）

というのがとりあえずの政府解釈だ。

しかし一方的に国の「指示」に従わせられる

だけでは自治体も納得しない。新たな政府案で
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はその際に自治体が政府に対して意見を述べ

る機会を設けるというが、これが拒否権を含む

ものであるかどうかが最大の焦点だ。いずれに

しても、まだ自治体から反応の声は出ていな

い。法案段階での自治体の声がこの条文の中味

を左右することになるだろう。

(2)基本的人権•財産権等の制約

無理が通れば道理が引っ込む。軍が前に出れ

ば国民は下がらざるをえない。この普遍的な法

則は平和憲法下の日本であっても残念ながら

通用する。政府はできるだけ隠そう、あるいは

先送りしようとするが、基本的人権を奪い去る

条文は「色に出にけり」で、衣の下からにじみ出

てくる。

●初めて「罰則」が登場

すでに自衛隊法(1954年）第103条で、民

間人に対する徴用・徴発、土地の収用の規定は

盛り込まれている。ただ世論や野党の反発を怖

れて、政府はこれに罰則規定を加えることがで

きなかった。今回の法案では、民間人に対する

物資の保管命令に従わなかった場合に罰則を

設ける方向で固まりつつある。災害救助法にも

同様の規定があるからという理由だが、「有事」

の際の命令に従わない場合の罰則は戦後初と

なる。

当初は、従事命令（徴用）に従わなかった場合

にも罰則を導入する予定だったが、国民の反発

を怖れて今回は見送った。政府の「有事法」構想

は、 2年がかりで顛次法律を「整備」して行くも

のであるから、いわば最大のタブーである「戦

時法罰則」をとりあえず導入しておいて今後の

足掛かりとするという意味で画期となる。”軍”

の命令に従わない者を罰することができると

いう規定は憲法の平和条項を真っ向から否定

するもので、戦後的価値観の18 0度転換を意

味することになるからだ。

推進派の言う罰則の「正当性は」現憲法にあ

る「公共の福祉」という概念である（「有事」のよ

うな大変な時に国の命令に従わないのは皆ん

なの「迷惑」）が、自然災害と戦争は全く異なっ

た事態である。憲法との整合性という意味で

は、当然改憲しなければ辻棲が合わないことに

なる。改憲のための決定的な踏み石にしたいと

いう意図も明らかだ。

♦「言論統制」も視野に入れる

この「武力事態法」では、「指定公共機関」に対

する「協力」を求める規定も入れる予定だ。この

「指定公共機関」は災害対策法の同様の規定を

準用すると言われ、だとすると日銀赤十字、電

カ・ガス会社の他にXHKも含まれることにな

る。NHKの「協力」は「警戒警報など」を放送す

ることだと言うが、醐埓に放送局を押さえるこ

との意味は計り知れない。しかも与党からは

「それなら民放も加えるべきだ」との声も出て

いる。

初っ端から報道機関の反発を招いては「有事

法」の成立も危うくなるので、民放や新聞メ

ディアは今国会の法案には含まれない可能性

が高い。しかし「有事」に”真実”ありのままを伝

えられてはどの政府も都合が悪い。つまり「大

本営」発表を忠実に伝えるという「協力」の一方

で、国民に「知らせてはならない」情報を管理す

る、つまり流さないという消極的な「協力」も不

可欠だ。メディアの管理は今後の有事法「整備」

の中でまた浮かび上がってくるのは必至だ。

◆攻撃されてなくても「有事」

この新法では政府が「武力攻撃事態」と認定

すれば、日本国は戦後初の戦時モード、かなり

の年配者以外経験したことのない特異なモー
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ドに入るわけだが、日本本土に対する大規模な

軍事侵攻というような「事態」はありそうもな

い。しかし「有事」を梃子に日本の’'国家改造”を

志す人にとってはそれではまずい。

そこで「武力攻撃事態」概念の独自の拡張が

行われるわけだが、それが「武力攻撃が予測さ

れる事態」という概念だ。これならはるか開戦

前でも適用できる。例えば今イラクはアメリカ

の「武力攻撃が予測される」状態にあるので、も

うそれは「武力攻撃事態」だ。自衛隊法も改正し

て、武器使用も可能な形で出撃できるようにす

る。

これまでの自衛隊法では、「防衛出動」という

規定、つまり実際に日本に対して武力侵攻が

あった後でないと出動は不可だった。「予測」と

か「恐れ」だけで出動できるようになると、自衛

隊の行動は本当に自由になる。「武力事態法」の

導入で、これまで（軍にとっては）足枷と感じら

れていた「防衛出動」概念が消え去ることに

なって、これまで「戦争をしない」軍隊だった自

衛隊のあり方も根本的に変わる。ここでも戦争

を放棄した戦後価値観の転換を意味する。今す

ぐ戦争になるならないでなく、常に「戦時」を念

頭にに置いた国家「常在戦場」で好きなように

国民を管理できる国家への変貌だ。

゜「防衛出動」の規定は根本的に書き換えられ

るが国会の事前・事後の承認規定は残される。

これを以って与党はシビリアンコントロール

は確保できるとしているが、現実はそう単純で

ない。政府案では「周辺事態」でも「武力攻撃事

態」になり得るとしているが、その基本的な情

報はアメリカから提供される。独自の情報ソー

スを持たない国会が「アメリカンコントロー

ル」される可能性が大である。

また「武力攻撃の恐れ」の段階でオープンな

場である国会に自衛隊が正確な情報を全部提

供するとは考えにくい。「恐れ」概念を導入した

ことで国会が”軍”にコントロールされる可能

性が高まったと見るべきだ。
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◆「2年以内」に出番待つ人権制約法が

目白押し

防衛庁の分類としては「有事法制第3分類」

に相当する規定、つまり(1)国民の避難・誘導(2)

船舶・航空機の航行制限や電波の使用制限（ 3)

捕虜の扱いに関するジュネーブ条約の国内法

制ーなどの項目（本誌99号p4表の内容）は、い

かにもおどろおどろしい項目が列挙されてい

るので、今回は国民に恐怖感を抱かせないため

法案提出は見送った。

しかし「包括法」たる「武力事態法」には「2年

以内の法制化」と明記されるようで、この法律

がいったん通れば生々しい「戦時法」が怒濤の

ように国会に提出されるわけだ。

゜総じてこれら人権制約法については世論の

反応は鈍い。その中味を政府がなかなか明らか

にせず、そもそも議論のしようがなかったわけ

だが新聞の記事の書き方も、「人権の制約され

る恐れがあり今後議論を呼びそうだ」という紋

切り型の表現で、自分たちで調査やシュミレー

ションをした様子もない。一見抽象的な規定を

いかに具体的な文脈においてその危険性を理

解させないとだめだ。

(3)米軍への協力へ国民を動員

◆米軍支援は今法案では明文化せず

政府や与党のほとんど誰も最早日本に対す

る大規模な攻撃があるとは思っていない。今の

日本にとって最も近い「有事」は在日米軍がら

みのもの、つまり「凋辺有事」であることは疑い

ない。米軍は「周辺事態法」の中味では「まだま

だ甘い」と思っていたはずだ。

当初の政府案では、今国会に提出する法案の

中に、米軍の「行動を円滑に」するための規定を

「特別措置法」の形で盛り込むことになってい

た。「武力攻撃事態」だけでなく「周辺事態」でも

米軍の行動を「制約」する国内法を基本的に適

用除外にして米軍を動きやすくするのが狙い
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だった。

しかし政府は思い直して、そもそも駐留外国

軍には国内法は適用されないし、運用の改善だ

けで対処できそうなので法律を作るには及ば

ないと気付いたのだという。しかしこの道の専

門家がそんなことに初めて「気付く」というの

は不自然で、国民感情に配慮して少なくとも”

初歩”の現段階では米軍問題を持ち出さない方

が、法案の成立に有利と判断したからに違いな

し）。

当初計画されていた米軍のための徴用・徴発

の規定（自衛隊法第10 3条に準じた）は今回

は見送られたものの、国民や地方自治体の米軍

への協力は自衛隊に対して同様「努力義務」と

して盛り込まれる。「周辺事態法」が自治体だけ

を名指ししていたのに比べて大きな「前進」だ。

後は世論の動向を見て既成事実を積み上げ

る形で、米軍のための法令を作っていく。目標

は2年後の「完成lだ。

なお、自衛隊と共同対処して行動する米軍へ

の物品・役務提供いわゆるACSAの改正も

「2年以内」に行われることになり、現在の米軍

のアフガン作戦行動のような時に自衛隊が犬

馬の労を取りやすくする。

(4)「対テロ・不審船対策」は後回し

最近のある種の世論調査（純粋な調査でなく

世論誘導を狙った）では、有事立法賛成が反対

派を大きくヒ回っている数字が公表されてい

るが、これは一般の人が「テロ」や「不審船」対策

と「有事立法」を混同しているからだ。一般国民

だけでない、与党の国会議員さえ今回の法案に

はこれらの条項が盛り込まれると期待してい

た人が多かったようで、原案説明がされた時に

苦情が出た。

今回の法案化に当たっては「78年型有事立

法」つまりこれまで冷戦時代に防衛庁が暖めて

きた案件が最大限活用されたようだ。テロや不

審船のような”ホットな”材料を調理する時間

と能力が防衛庁の官僚になかったということ

だろう。有事立法の推進剤としては大いに活用

したのではあるが。

報道では与党の公明党が、「有事」の概念の際

限ない拡張に反対したからとも伝えられてい

るが、たとえそれがなかったとしても「テロ」と

いう無限定な概念で法律を作れば、日本がイス

ラエル型の国家になってしまうためそれは躊

躇したのでないか。

しかし小泉首相は最初から「テロも盛り込

む」と言ってきたのであり、今後も与野党を問

わずこの問題は蒸し返される。「毒を食らわば

皿まで」、どうせ無茶苦茶な「武力事態法」だか

らこれも乗せてしまえという議論になる可能

性もある。現在の永田町に必ずしも理性と自制

を期待できないからだ。

(5)時間を稼いで何とか頃g長戦」に

この「武力事態法」には御丁寧に「平和」「安

全」という 2つの形容詞が重ねられている。汚

物に大量の香水を振りかけて匂いをごまかそ

うとするような法案提出者の疾しい気持ちの

表れだ。彼らが最も恐れるのはこの「汚物」の実

態が明るみに出されることである。

繰り返しになるが、今回の一連の「有事関連

法」の提出の巧みな戦略は、個々の法案の中味

を明らかにせず、まず「包括法」（今回は「武力事

態法」）を成立させて、その中に期限を設けて後

に続く法案の成立を義務付けていることだ。

「包括法」にはそれほど危険なことは書かな

いので、特に議論もなく簡単に成立してしま

⇒次ページ下段へ
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四カ事態法⇒
つ。その後は「すでに法律に書いてあることで

すから」という名目で、当初は中味の明らかに

されていなかった法案がどんどん成立してい

く仕組みだ。この”詐欺商法”を暴露しないと展

望は開けない。

拝啓

突然、お手紙をファックスで差し上げること

をお許しください。私たち「脱軍備ネットワー

ク・キャッチピース」は、北海道から沖縄まで全

国約25の団体と400人の個人で構成される、平

和のために活動する市民のネットワークです。

4月14日に予定されている横須賀を母港と

する米第七艦隊旗艦ブルーリッジの大阪港入

港を目前にして、是非ともお願いしたいことが

あり筆を執りました。

4月6日の報道で、市長が外務省に対し「大阪

港は平和な貿易港で艦船の利用には配慮を求
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つかなくなることだ。「ポロ隠し」のために実質

的な国会審議を封じることのないように与野

党（野党にも推進勢力が多い）に釘を刺すべき

だ。公開質問状なども提出していっさいのごま

かしを許さないようにしないといけない。

すでに今国会に先に提出されている「人権擁

護法案」、「個人情報の保護に関する法律案」に

ついてはマスコミなども徐々にキャンペーン

をはじめている。「有事諸法案」に関しては中味

を伏せてきたことが大きいがマスコミは自分

の問題として反応していない。イデオロギー的

な動機から？有事の際のマスコミ規制すら音

頭を取って進めるようなマスコミは相手にし

ないとしても、良心的なジャーナリズムに訴え

ていくことは急務だ。

゜とにかくあらゆる手段を駆使しで最低限今

国会では「有事3点セット法案」、特に「武力事

態法」を最低限でも継続審議にさせることが必

要だ。時間は余りないが、時間をかければ形成

を逆転させることも可能になってくる。 ●● 

゜信じられない話ではあるが、まだこの法案は

修正中で与党でもどんな中味になるのか完全

には把握していない。にもかかわらず、原案が

「了承」されて、「今国会会期中の成立」が「合意」

されてしまうのだから出鱈目ぶりも極限だ。法

案に賛成あるいは推進する議員に徹底的な説

明責任を取らせるべきだ。

国民や自治体に戦争協力の「義務」があると

謳われるということなら、長期にわたる公開ヒ

アリングやタウンミーティングが必要だ。国と

自治体のオープンな意見交換の場が必要だ。

゜政府の恐れるのは国会での論議が長期に及

べば問題点というか次々とボロが出て収拾が
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めたい」との立場を伝えたことは、私たちはも

とより、全国の平和な港湾を求める市民と自治

体を励ましました。しかし、米軍と日本政府の

強い働きかけの前に、大阪市は「港湾法上の解

釈では物理的に岸壁が使えない以外は入港を

拒否できない」とし、入港を許可するとの報道

（朝日、 4月11日）に接しました。強い圧力にさ

らされる中での苦渋の選択であり、市長自身、

笹泥たる思いを抱きつつの判断であることは

十分に承知しておりますが、やはり、大変残念

な「入港受入れ」であると言わざるをえません。

この手紙は、その気持ちをお伝えしつつ、軍

艦入港はこれを最後にしてほしい、そして

それは可能である、という切なる声をお届けす

るためのものです。． 
ブルーリッジはそれ自体強力な兵器を搭載

しているわけではありません。しかし、最新の

電子機器で身をかためた「動く戦争司令基地」

は、「平和な国際貿易港」を標榜する町と港に

は、あまりにも似つかわしくありません。湾岸

戦争の例をあげるまでもなく、ー朝有事となれ

ば大規模な艦隊に対して殺戯の司令を出すこ

とを、ブルーリッジは任務としています。しか

も、今回の入港目的は「乗組員の休養」とされて

いますが、それを額面とおりに受け取ってはい

けないと思います。

1999年の「周辺事態法」成立の直接のきっか

けとなったのは、94年、朝鮮半島の危機が高

まった時に、在日米軍が日本政府につきつけた

1059項目の要求事項であったと言われていま

す。その内容の一部が朝日新聞の99年2月23日

号で報道されていますが、その中に大阪の名が

挙げられています。要求しているのは海軍で、

「港湾におけるクレーン提供、埠頭などの使用、

燃料補給」とされています。． 
プルーリッジの母港は横須賀です。わざわざ

大阪まで船で移動して乗組員の休養をさせる

のは余りにも不自然です。他の理由があると考
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えるべきでしょう。「周辺事態法」成立後間もな

く民間港に入港した二隻の軍艦からの発言を

紹介します。いずれも米軍の準機関紙「星条旗

新聞」からの引用です。「長崎におけるわれわれ

の獲得目標は他の日本の港ど同様である。すな

わち高水準のホスト・ネーション・サポート（受

入国支援）を維持し、世界的・地域的協力を促進

することだ」(2000年2月14日長崎に入った

「ディケーター」の司令将校）。「地域の人々に

我々の姿を目に見える形で示すことは、前進配

備任務の重要な一部である。人々が我々の能力

について学び理解することはきわめて里要な

ことだ」(10月13日小樽に入港した「キティー

ホーク」のスポークスマン）。人々が軍艦に慣れ

親しむことが、軍事行動の足場を固める。我々

はそのためにここに来た、と彼らは言っていま

す。

バースの提供、タグボートの手配、廃棄物の

収拾、給水・・・・普段ならば基地の中で行われる

すべての支援業務が大阪市に求められます。ブ

ルーリッジ入港は、これら大阪市の権限や能力

を軍事行動に「活用」するための「訓練」に他な

りません。

事実、 90年に「ブルーリッジ」が舞鶴港に寄

港した時には、実は寄港は有事に向けた舞鶴港

の支援能力に関する綿密な調査目的であった

ことが米海軍文書で明らかになっています。． 
周辺事態法成立を前後して、自治体から噴出

した不安や疑問の声は、自治体の協力義務は

「一般的協力義務」であって強制権はないとす

る政府の説明を引き出しました。有事法制の国

会上程が目前に迫っています。ここでは、政府

が自治体に対して取りうる行動は「協力要請」

から「指示」もしくは「国による代執行」へとエ

スカレートしようとしています。しかし、周辺

事態法の時にも、政府の立場は最初はきわめて

高飛車でした。「協力義務」に押しとどめたの

は、自治体からの疑問の声でした。

この時期を選んでのプルーリッジ入港は、有
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事における自治体の戦争協力の地均しという

政治的な意図が込められたものであることは

間違いないでしょう。自治体を巻き込むことが

不可避の新しい法律の立案に際して、自治体に

何か合理的な説明はあったのでしょうか？

自治体と市民の声は省みられたでしょうか？

「お上」ではなく市民の方を向いて、不安と疑

問を率直に表明する市長であってほしいと思

います。

外務省は今回も地域協定第5条を持ち出し

て「自治体には拒否権はない」と迫ったことで

しょう。たしかに地位協定は多くの特権を米軍

に与えています。しかし、第5条によって軍艦

に与えられた特権は、「水先案内の免除」と「入

港料の免除」だけであり、港湾法と市の港湾規

則に定められた入港手続きそのものを免除し

ているものではないことは、ご存じのとおりで

す。今回市長は、「港湾法上の解釈では物理的に

岸壁が使えない以外は入港を拒否できない」と

して入港を認めましたが、 6日に市長が言われ

た「平和な貿易港としての大阪港」という基本

政策は、正々堂々と主張しうる「拒否の理由」で

あると、私たちは確信しています。

港湾管理権を国から自治体の手に移した港

湾法体系の改革は、侵略戦争の反省に立った戦

後改革の重要な柱であったという事実は、この

時代に港湾行政に関わる全ての人々がより深

く共有するべきことではないかと思います。． 
核兵器の問題も重要です。

「安保条約に基づく事前協議がない以上核兵

器は搭載されていない」という政府の「非核証

明」は信頼できない。これが、自治体側の共通認

識です。しかしこの要求を満足する回答は得ら

れていません。ブルーリッジに核搭載の可能性

がないことは事実ですが、であればなおさら、

なぜ「非核であることを証明できないのか」。こ

の素朴にして明白な疑問は今回も木で鼻をく

くった説明ではぐらかれました。

冷戦後、米軍はすべての水上艦から核兵器能
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力を撤去しました。非核証明は軍がリスクを感

じることなく明言できるはずです。それでもな

お、「核の存在を肯定も否定もしない」政策にし

がみつくこと、さらにそれを無批判に受け入れ

て、「米国から事前協議がないので核は積んで

いない」とする日本政府の立場は、徹底的に非

民主的であり、市民の知る権利を奪うものであ

ります。

「非核三原則」をたえず検証する視線が、大阪

にも現前と存在することをはっきりと示すた

めに、今回、非核証明の提出を求めるという行

為に踏み込めなかったことは大変残念です。次

にまたこのような機会があった時にはは必ず

非核証明を求めてください。

米国は、9.11事態を契機に冷戦後の核戦略を

見直そうとしており、「非核保有国への核攻撃」

すらほのめかしています。このような流れを見

るとき、非核三原則はひとり日本だけの問題で

はなく、世界の平和のための財産として育て上

げなければならない原則の一つであることを

ご理解いただけると思います。そしてそれを活

かすも殺すも、自治体の個別事案への対応のあ

り方にかかっています。． 
どうか、今回のブルーリッジ入港を前例とし

ないこと、市長と市民の疑問や不安は払拭され

ていないことを明言していただきたいと思い

ます。そして、今後は、以上申し上げた諸点をご

考慮の上、適切かつ公正なる判断を下されるよ

うお願いするものです。 （文責：田巻一彦）

catch peace. 
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1有事立法阻止の
Iたたかいと
1 広島・長崎反核

訪米使節団

戦時法制そのものにほかならない「有事法

制」案が、 4月16日にも閣議決定されるとい

う。この成立を許せば、日本の「戦争のできる

国」「戦争をする国」としての体制は完成段階に

入る。すでに小泉政権は、ブッシュ政権による

アフガン攻撃を支援するため、インド洋・アラ

ビア海に海上自衛隊の艦隊を派兵しているが、

有事法制の成立は、何よりも、日本が海外派兵

を本格化する「戦争国家」になることを目指す

ものにほかならない。日本が戦争するとき、自

衛隊と米軍とが、何の制約も受けず行動し、日

本の民衆を戦争に動員することができるよう、

自衛隊法など国内法を改悪しようとするもの

である。

有事立法阻止のたたかいへ！

湯浅一郎

日本は戦後、 2000万人を殺したアジア・

太平洋諸国への侵略戦争を反省して、新しい憲

法で、日本国家の非武装と戦争放棄を宣言し

た。しかし朝鮮戦争を直接的な契機として再軍

備が始まり、歴代保守政権は、米国政府の世界

戦略に沿いながら、憲法第9条の非武装・戦争

放棄を少しずつ踏みにじり、軍備を拡張し続け

てきた。冷戦の終結後も、日米軍事同盟はか

えって強化され、1997年の新ガイドラインに

より、派兵国家への道筋をつけてしまった。建

て前は、「周辺事態」と「日本有事」を二本柱とし

て「戦争ができる国」になろうとしている。

「有事吃法」が成立すれば、日本の「戦争国家」

化は完成段階に入る。各地でこれに反対する

様々な取り組みが行われている。

広島では、 4月7日、これまでの「報復戦争と

日本の参戦に反対する実行委員会」を丹体とし

て、「有事立法はイケン（違憲） ！広島県市民連

絡会」を結成した。少なくとも広島、呉、三次、

福山のグループが参加することとなった。当

面、 1)小泉首相、公明党などへのハガキ運動、

2)県内の自治体へのアンケートと自治体キャ

ラバン、そして3)アジア共同声明運動を3本

柱として活動することにしている。残念ながら

日本国内の反対の声だけでは、法案の成立を阻

止するのは困難な状況にあると感じる。この

間、歴史教科書問題やブッシュ米大統領の訪

日・訪韓に際しては、日本と韓国の市民・民衆運

動が連携して強い抵抗の意思を表し、大きな成

果を生み出している。昨年の扶桑社刊の教科書

の採択に当たり、呉でも市教委が採択しかねな

い状況があった。我々の声だけでは如何ともし

難いという悲観的な状況だったが、姉妹都市で

ある韓国の軍港「鎮海」の訪問団が韓国側から

中止を伝え、中国との文化交流団も来なくなっ

た。

そのような動きが大きな意味を持った可能

性が高い。アジアからの声、アジアとの連携を、

ぜひとも有事法制に対しても活用し、アジア各

国の広範な市民・民衆の諸団体と、日本の市民・

民衆運動の諸団体が連携し、アジア規模で反対

の声をより一層大きなものとしていくことに

よって、大きな影響力を発揮することができる

のではないか。

アジア民衆との連携を！

3)は、広島から東京の日韓ネットワークや

憲法改悪に反対する市民連絡会に提起して、ア

ジア規模の有事法制反対の共同声明を、日本と

アジア各国の市民・民衆諸団体の連名で、日本
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政府・小泉政権に圧力をかけようという取り組

みを始めた。4月18日を第1次集約とし、翌

1 9日に予定されている院内集会・記者会見で

第1次発表の予定である。4月20日には「世界

の人々とともに戦争止めよう！有事法制に反

対全国集会」があり、フィリピン、韓国の代表も

参加予定である。そして日本大使館・領事館へ

の抗議行動などやアジア各地からも日本政府

に有事立法を止めるよう働きかけることを訴

えている。

日本の有事迂法と派兵国家への道の背景は、

1997年の新ガイドラインにある。つまりアメ

リカの世界戦略との関連において、日本の派兵

国家化が進行している。とすれば、私たちの闊

いのもう一つの相手はアメリカ政府である。そ

うした文脈の中で、被爆地である広島・長崎が

果たせる役割は、私たちが想像する以上に大き

い可能性がある。

反核訪米使節団

2000年5月、NPT条約再検討会議において、

新アジェンダ連合などの努力によって、核保有

国は、【核兵器の完全廃棄の明確な約束】をせざ

るをえなくなった。このことは、世界のほとん

どの市民が、核兵器はなくさねばならないと考

えていること、その声を背景に少しずつではあ

るが核保有国が追い込まれていっている経過

が見て取れる。日本政府も、日米安保ではアメ

リカと軍事同盟関係を維持し、アメリカの核の

傘に依存しているが、他方では被爆国として

【非核三原則】を国是とするという矛盾を抱え

ており、私たち日本の民衆が、日本政府を変え

させる力量を持てば、世界の核軍縮に大きな力

となる可能性を持っている。今こそ、広島長崎

の一人ひとりの市民が、自らを主役として、自

分なりの問題意識を醸成し、自分なりの行動を

開始することが強く求められる。

しかも残念ながら被爆者が行動を起こせる

体力を維持できる時間は日増しに減少してい

る。こうした問題意識から、思想・信条や立場の

違いを超えて、さまざまな市民が集える場を作

ろうと、2001年3月、核兵器廃絶をめざすヒロ

シマの会がつくられ、私もその一員として活動

してきた。この春一周年を迎えるのを機に大き

なイベントを計画している。

一つは、5月9日に、二回目の総会をかねて、俳

優であり画家でもある米倉斉加年氏、沖縄生ま

れのテナー歌手である新垣勉氏を招いての講

演と歌の集いの開催である。第二は、4月24日

から5月4日にかけての、広島・長崎反核訪米使

節団の派遣である。両市から被爆者8人を含め

た20人が参加する。ニューヨーク、ワシントン、

アトランタを訪問するハードなものだが、被爆

地から、今、アメリカに行く意義はきわめて大

きい。

今年になって、ブッシュ政権は、対テロ戦争

の対象を拡散させ、大量破壊兵器の開発疑惑を

ロ実に、「イラク」、「イラン」「朝鮮民主主義人民

共和国（北朝鮮）」を「悪の枢軸」と名指しし、21 

世紀を「戦争の世紀」にしかねない方針を掲げ

ている。そして1月に米議会に提出された機密

文書「核態勢見直し(NPR)」の一部として、

「悪の枢軸」と認定した3カ国を含む、少なくと

も7カ国（他に、ロシア、中国、リビア、シリア）に

対して核兵器を使用する計画を策定するよう

国防総省に指示したと報道されている。

私たちは、アメリカヘの同時多発テロに対す

るアメリカの報復全面戦争という新たな世界

の危機に直面し、さらにアメリカの地下核実験

の再開志向などの新たな核軍拡に対して、ヒロ

シマ・ナガサキとして今あらためてその未曾有

の被爆体験から発してきた反戦反核のメッ

セージをアメリカに働きかけたい一心で訪米

する。

ブッシュ政権こそが、「世界最大のならず者」

であるという声をアメリカの市民と共に作っ

ていくことが必要である。そうした国際的な取

り組みを、日本の有事立法を止め、改憲を食い

止めていく闘いにつなげたいものである。◆◆
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この頃の沖縄でひしひしと感じるのは、沖縛戦の戦争体駿が萬化してきて

いることと、米軍基地が沖綱県民の人権を踏みにじっていることや直接的

に他国での戦争に結び付いていることへの認識が希薄になっているので

はないかということだ。

来月の5月15日は、沖縄が米軍統治から

脱し日本政府に返還され満30年にあたる。

「復帰30周年」の様々な催しが行なわれる予

定だが、これまでの 19 8 2年の「復帰10周

年」、 19 9 2年の「復帰20周年」の2回の節

目でも米軍基地が居座り続けていることに対

し沖縄県民の怒りをぶつける取り組みがなさ

れてきた。 30周年に向けての反基地運動の

側からの取り組みは、今までのところではカ

強いものにはなっていない。

9 2年からの 10年を振り返ると、革新県

政のもとで基地返還を求める県民世論が高ま

り、 95年の卑劣な米兵犯罪と米軍基地用地

の強制使用のための代理署名拒否、県民総決

起大会、県民投票など日米両政府をリングの

コーナーまで追い詰め、沖縄の米軍基地の撤

去・縮小が実現するように見えた。

しかし、あと一歩という所で「振興策」とい

う名の「お金＝補助金」に県政が立ち止まって

しまった。その後の知事選挙で士建業界を中

心に県内の産業界がより多くの「振興策」を求

めて擁立した知事候補を県民が選択したため

に、米軍基地の県内移設策を推進する県政の

下で、日米両政府による新たな沖縄米軍基地

の固定化、恒久基地化が進行しつつある。

次の 10年で反基地の県民世論が再び高

まっていくのかそれとも、このままの状況が

続き米軍基地を受け入れて新たな対テロ戦争

に踏み出した米軍の前線基地となっていくの

か。残念ながら答えは見えていない。

この頃の沖縄でひしひしと感じるのは、沖

縄戦の戦争体験が風化してきていることと、

米軍基地が沖縄県民の人権を踏みにじってい

ることや直接的に他国での戦争に結び付いて

いることへの認識が希薄になっているのでは

ないかということだ。 89年冷戦終結に続く

ソ連邦や東欧の政治体制の崩壊は、ヨーロッ

パで劇的な緊張緩和をもたらし、冷戦時代に

築きあげられた大規模な軍事力を大幅に削減

させ、世界的にも軍縮の潮流を作り出した。

しかし、 21世紀と同時にスタートした

プッシュ米政権は、軍事力拡大政策を打ち出

し、新たな軍拡競争をしようとしている。特

に昨年の米国同時テロ攻撃によってニュー

ヨークとワシントンという米国の政治と経済

の中枢を同時攻撃されたことで、攻撃は最大

の防御との報復戦争を世界各地の「テロ組織」

に仕掛けている。米国防予算も大幅に増やし

てきており稲嶺県政が進める県内移設の推

進の動きは、米国が進める新たな沖縄米軍基

地強化にストレートに結び付いている。小渕・

森・小泉政権で急速に進む自衛隊の海外派兵

の実績作りと国内での有事法制化の動きは、

沖縄の基地固定化の動きと連動するものでも

ある。

最初に沖縄の今日的な状況を強く印象づけ

る出来事、授業としての小学生の基地内ツ

アーと稲嶺県政の進める沖縄平和賞の創設の
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二つを報告する。

名護市小学生が水陸両用車体験

4月初めの在日米海兵隊ホームページは

「小学5年生が攻撃強襲大隊を訪れ、海兵隊を

ついて学ぶ」という見出しで、米軍の水陸両用

車にレシーバーとヘルメットを付けて乗り込

んでいる瀬北（せきた）小学校の5年生の大き

な顔写真入りで掲載した。

米軍がどのように児童達を待ち構え将来に

備えた「宣撫工作」を行なったか、以下に記事

を引用して紹介する。瀬北小学校の社会見学

の小学5年生 9名は3月6日にキャンプ・

シュワブの歴史を学び食堂で昼食をとるため

に来たのだが、キャンプ・シュワブの案内担当

者はもっと興奮するものにしようと計画し、

副司令官のジョン•W・リンチ大尉による歴史

の勉強の後で、児童達を第3海兵師団の攻撃

強襲大隊の車両置場に案内して軽装甲の強襲

水陸両用車の徹底学習体験を行なった。児童

達は水陸両用車と機能の説明を受け、続いて

乗り込んで装備を手にした。「強襲水陸両用車

のエリアは基地視察の児竜には一番に輿味の

ある場所だ」と地域関係スペシャリストのイ

ハ・ミオさんが説明した。さらに「水陸両用車

は子ども達にとって大変に珍しく、実際に見

たり触ったりすることはなかなかできない」

と話した。子ども達は大きな車両に登り始め

ると同時に、内気なはにかみが消えて活発に

なった。

「僕は、海兵隊員に会うのが不安だったが、

会ってからは気楽に話すことができた」と 1

1オの5年生は話した。このような交流が将

来において米軍人と沖縄人との関係の強化に

役立つと攻撃強襲大隊の従軍牧師のジョセ

フ・L・コフィー中尉は言う。

「子ども達は、ずっと海兵隊員達との交流を

思い出すだろうCまた、この交流は海兵隊員達

がとても評価される機会になるだろう。なぜ

なら、海兵隊員達は子ども達のために時間を

とってあげたのだから」ともフィラデルフィ

ア出身の従軍牧師は話した。児童達は、攻撃強

襲大隊の後でフィットネス・センターと歯科

診療所を訪ねた後、シュワブの食堂棟を訪れ

た。それぞれの児童達には食堂内で好きなよ

うに使うようにと 10ドルづつ渡された。児

童達に正式なマナーとアメリカ式レストラン

での注文方法を教え、とりわけ児童の英語力

を高めるためのものである。

引率した小学校の女性校長によると、瀬北

小学校としては初めての基地訪問であり、児

童達が米軍の役割を理解するのに役立つこと

を期待して引率してきたとのことである。さ

らに彼女は、今回および今後の基地訪問がア

メリカ人と沖縄人のより良い友好関係の推進

すると思うと話した。

「我々は生活圏を共有している。沖縄の地域社

会に住む人々が、この基地内に来て、どのよう

になっているのかを見る機会は少ない。子ど

も達が、ここで違う人達が生活していること

を発見することは大事なことだ」と地域関係

スペシャリストのイハさんは言う。（校長や子

どもも実名で）

以上が在日米海兵隊のホームページに掲載

された記事であるが、水陸両用車にヘルメッ

トとレシーバーを付けて乗っている児童の顔

写真は、 15インチ画面一杯に伸ばせるよう

にもなっている。絶えることの無い米軍関係

の事件や事故を無視して「米軍の役割」を理解

するために児童を引率して訪問してくれる学

校関係者をもてなして最大限に利用しようと

する「模範的なサンプル」として紹介した。

地元紙の報道と反響

在日米海兵隊ホームページの掲載記事を4

月4日と 5日に地元紙が報じ、授業で名護市

の瀬北（せきた）小学校の5年生（新6年生）全

員が授業として校長に引率されて米軍基地内
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見学を行ない、水陸両用車に体験試乗したこ

とが明らかになったことで、多くの県民が教

育現場の対応に驚きが広がっている。学校側

の意図が理解できないとの声が挙がってい

る。小中学校の教師で組織する沖縄教職員労

働組合は「総合学習を履き違えている。判断力

の備わっていない子ども達に米軍施設を見学

させるのは問題」と批判。北部地区労の仲村事

務局長も「まったく無神経で教育者としてあ

るまじき行為。軍事基地を認め、戦争を美化す

ることを子ども達に教えるというのか。民間

人同士の交流とは次元が違う」と強い怒りで

批判した。

4日に報道された記事によると引率した校

長は「総合学習の時間に国際理解の一環とし

て、米国人と触れ合うことを目的としていた。

基地内の体育館、病院なども訪れており、水陸

両用車に乗ったことばかり取り上げられても

困る」と話し、「乗せたのは事実だが、あくまで

もついでのことだった」と問題視していな

かった。

しかし、報道への反響が大きくなった翌5

日の他紙の報道では、校長は「誤解を招く行為

で、深く反省している」と話し、在日米海兵隊

ホームページで「児童達が米軍の役割を理解

するのに役立つことを期待して引率してき

た」と報じられていることに「そういう発言は

一切していない」と否定し、「国際理解の教育

は続けるが、基地ない見学はもうしない」と話

しているという。

発言の事実関係はともかく、基地視察を受

け入れる米軍側の意図は明確に米軍を沖縄県

民に認知してもらうことであり、国際化の名

の下で小学校での英語教育に米軍関係者をボ

ランティアとして積極的に起用している稲嶺

県政での教育行政の延長線上で必然的に起

こったことと言うことができる。米軍や日本

政府は沖縄人の善意やスキを徹底的に利用し

ようといつも狙っているのに、多くの沖縄人

は無警戒で相手の善意を信じている。軍事占

領された沖縄人にとってアメリカ人とはずっ

と米軍人とその家族だったので、アメリカ人

とはすなわち米軍人なのである。軍隊、特に米

軍人が国益のためにはどのような命令にも

従って任務を遂行するように教育されてお

り、自らの日常生活だけでなく生命すらも政

府によって管理されていることと引き替えに

米政府の手厚い保護を受けている特殊な存在

なのだということをほとんどの沖縄人は理解

できないでいる。

ダグラス・スミスのバトラー論

キャンプ・バトラーは、在日海兵隊基地の総

称で沖縄にある8つの海兵隊キャンプと 2つ

の演習場、キャンプ富士などを含んでいるが、

第一次大戦時代の海兵隊少将スメドリー•D ・

バトラーの名前にちなんで命名されている。

そのバトラーについてダクラス・ラミスさ

ん（元津田塾大教授・沖縄在住）が3月24日

の地元紙に小論を寄せているので紹介する

（沖縄タイムス・3月24日朝刊）。スメドリー・

バトラーは、 18 9 8年16オで海兵隊に入

り、米・スペイン戦争のキューバ戦に参加、そ

の後フィリピンヘ派逍され、民族独立運動の

軍事弾圧に参加。

1 9 0 0年の中国義和団反乱の弾圧に参

加、次にホンジュラス、それからパナマ、さら

にフィリピンヘの各派兵軍に参加。 19 1 2 

年にニカラグアで親米愧儡（かいらい）政権実

現のための不正選挙操作の中心人物として活

躍、 19 1 4年スパイとしてメキシコに密入

国し、米軍介入計画を立案。翌年にはハイチで

反乱軍を鎮圧し親米愧儡（かいらい）政権を樹
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立するなど活躍し、最高の名巻勲章を二度も

与えられた。

ダグラス・ラミスさんは、特にバトラーの晩

年を紹介している。バトラーは海兵隊を 19 

3 1年に退職して講演活動に入るが、その内

容は海兵隊員としての様々な国での戦争を肯

定するためのものではなく、その経験ゆえに

彼は軍隊を海外に送ることに反対するため

だ。そして、全ての海外にある米軍基地を撤退

させ、米軍を米国領内に置くべきだと主張し

た。 19 3 5年には『戦争はペテンだ』という

本を出版した。皮肉にも在日海兵隊基地の総

称をキャンプ・バトラーと名付けたのは、無知

からかそれとも海兵隊の「裏切り者」バトラー

への復讐としての意図的侮辱だったのか、と

ダグラス・ラミス氏は書いている。

小論で紹介されているバトラーの文章を要

約する。 19 1 4年僕はメキシコをアメリカ

の石油産業にとって安全な場所になるよう働

いた。ナショナル・シティー・バンクのために

ハイチとキューバヘ、 19 0 9年から 19 1 

2年までブラウン・ブラザーズという国際金

融機関のためにニカラグアヘ、 19 1 6年砂

糖産業のためにドミニカ共和国へ、同じくア

メリカの果物産業のためにホンジュラスヘ、

1 9 2 7年にはスタンダード石油のために中

国へ、海兵隊として働いた33年間の自分は

ほとんどが「資本主義のためのギャング」だっ

たとし、バトラーは書いた「僕はシカゴ・ギャ

ングのアル・カポネに教えることがけっこう

あると思う。彼は都会の三つの地区で暴力団

をやっているのが精一杯だったが、われわれ

海兵隊は＝大陸で活躍したんだから」と。

以上紹介したダグラス・ラミスさんは、 19 

6 0年に海兵隊員として沖縄にいたこともあ

るが、現在は津田塾大退職後から沖縄に住み、

戦争と平和、安全保障、憲法などについて発言

し続けている。最近の著作に「憲法と平和」晶

文社刊、「経済成長がなければ私たちは豊かに

なれないのただろうか」平凡社刊などがある。

稲嶺県政が沖縄平和賞を創設

3年前、前県政で進められた平和祈念資料

館の展示内容を県民に知られないように密室

で大幅に改ざんしようとした稲嶺知事が沖縄

平和賞の創設を進めている。

賞金を 10 0 0万円としアジアの「ノーベ

ル平和賞」の意気込みだが、 2年前から調査予

算

をつけて取り組んでいるものの県議会などへ

の説明資料も不十分なまま予算案を出して、

咋年12月定例会では10 0 0万円の沖縄平

和賞委員会（仮称）分担金の補正予算が全野党

の反対のまま多数与党のみで可決された。

今年3月の2002年度当初予算案の審議

でも 5000万円の沖縄平和賞委員会分担金

の予算削除を糀り込んだ全野党召致の修正案

が提出され、多数与党のみで当初予算は可決

されたものの、与党の中にも財政力のない沖

縄県が多額の出費となる平和賞を創設するこ

とに疑問を持つ議員も少なくない。

野党が反対するの理由の第ーは、米軍基地

の県内移設を積極的に進めて沖縄を引き続き

米軍の戦略拠点として維持させようとする稲

嶺県政が「平和学」などを掲げながら「アジア

の平和賞」を創設することへの批判である。稲

嶺県政は、沖縄平和賞を米軍基地や軍事力と

「共生」させようとしているのだ。

私も平和賞創設に反対する討論を行なった

ので以下にその要旨を要約して稲嶺県政の進

める「沖縄平和賞」創設の意図を示したい。以

下が討論の要旨。

沖縄平和賞に反対する討論要旨

沖縄から平和を発信することの重要性を認

識するが、沖縄からの平和の発信は、沖縄が平

和であるから平和を発信するのではなく、軍

隊に支配されて続けている島であるからこ
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そ、平和を取り戻すために基地のない、軍隊の

ない島にしようというものでなければならな

い。

沖縄平和賞（仮称）検討委員会議事録による

と検討委員である国際上智大学の猪口邦子

教授が委員会で「沖縄というときに、もちろ

ん、基地の問題なくして平和を語ることは非

常に偽善的であろう」と発言し、平和賞シンポ

ジウムでは軍事アナリストの小川和久氏も

「沖縄県こそ受賞にふさわしいような働きを

すべきだと思っています」と発言している。

沖縄で平和を語る時に、沖縄戦や米軍基地

は避けて通れないものであるが、稲嶺県政は、

2氏のようなアドバイスにも関わらず、米軍

基地の存在を肯定するがゆえに「沖縄平和賞」

の創設を世界に知らせる際にも、沖縄の広大

な米軍基地の存在を触れることができない。

県が作成した沖縄平和賞パンフレットには、

沖縄に広大な米軍基地が存在することは一行

も書かれておらず、沖縄平和賞実施要項、沖縄

平和賞委員会の事業計画文書にも、沖縄平和

賞基本構想にすら、沖縄の広大な軍事基地を

減らそうとする一行の言葉もないことに愕然

とせざるをえない。

沖縄平和賞基本構想で示されている基本的

な考えは、日本における米軍専用施設が集中

している沖縄の現状に異議を唱えず、沖縄平

和賞を創設するということであり、極めつけ

は基本構想の中で、軍事施設の多い沖縄の参

考になるとして、アジア太平洋以外の地域の

軍事施設でも当該地域に役だっているなら

ば、沖縄として「沖縄平和賞」の対象として評

価するに十分値すると考えられると記述して

いることだ。明らかに米軍基地や軍事施設の

存在を肯定的に受け止めようとする平和賞創

設の意図が込められている。

検討委員も指摘するように、沖縄県民の土

地を占拠し人権を侵害するだけでなく、ベト

ナム戦争を含め、戦後一番多く世界各地で戦

争や攻撃を繰り返し、多くの無垢の人々や子

ども達を殺してきた米軍基地について、稲嶺

県政としては自ら何らの対処をすることな

く、沖縄平和賞を創設するのは偽善的であり、

ぎまんであると言わざるをえない。

平和学の視点を掲げる沖縄平和賞の矛盾

沖縄平和賞は、選考委員会の委員選定要領

で、平和学の視点を掲げている。沖縄平和賞の

基本理念は、（1）アジア太平洋地域における

平和・非暴力実現の促進、 (2)「人間の安全補

償」の促進、 (3)内発的多様性を基礎とした平

和実現の促進、この3つの理念は、極めて崇高

な理念であり、平和学のめざす方向性と完全

に一致している。

しかし、稲嶺知事は、米軍基地を肯定し、新

たな基地建設を推進しており、沖縄において

平和・非暴力実現の促進を最大限に阻害して

いるのであって、また、決して内発的多様性を

守る立場ではなく日米両国の圧力による中央

政府の介入を促進して軍事基地建設を推進し

ているのだから、稲嶺県政は、平和賞の基本理

念と平和学の目標から一番外れたところにい

る。

では、稲嶺県政の沖縄平和賞の第一の理念

「アジア太平洋地域における平和・非暴力実現

の促進」は、何のためにとりあげられているの

か。基本構想の説明を引用すると、《アジア太

平洋地域に位置する日本の平和は、同地域全

体の安定と平和とも大いに関係している。こ

の点は、地理的・歴史的にアジア・太平洋地域

との関係が深く、日本における米軍専用施設

が集中している沖縄には特に当てはまる。別

言すれば、沖縄にとっての平和は、アジア太平
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洋地域の安定と平和が

大前提とならざるを得ない。「沖縄平和賞」は、

沖縄の平和が依存するアジア太平洋地域の金

緊張緩和•安定・費暴力の確保・推進を目指し、

そうした活動を積極的に評価・支援するもの

である。》

すなわち、基地の集中する沖縄の状況を自

ら変えるのではなく、基地集中がもたらす危

険を防止せんがために、この地域の緊張を緩

和するということであり、稲嶺県政にとって

沖縄平和賞は、沖縄に基地を集中させるため

の一種の保険のようなものなのだ。

しかし、このような稲嶺県政の姿勢は許さ

れるか。沖縄に基地を集中させ続けることこ

そ、一番に戦争への危険を生んでいるのだ。こ

のような稲嶺県政の軍事強化容認の姿勢は、

世界中の平和を願う人々と戦争を憎む人々か

ら大きな非難を受けるものなのだ。

羊頭狗肉（ようとうくにく）という故事があ

る。稲嶺県政の沖縄平和賞はまさにこれにあ

たるのではないか。平和賞受賞者や平和学関

係者は主催者の沖縄県が広大な米軍基地を維

持する側にいることに驚きを隠さないだろ

う。

平和学に関しては、 19 9 6年に沖縄国際

大学と北アイルランドのアルスター大学およ

びINCORE（紛争解決民族問題研究所）の

共催で、宜野湾市の普天間基地に隣接する沖

縄国際大学で国際平和学シンポシウムが開催

された。

世界各国から著名な平和学研究者が参加

し、平和学の創始者で構造的暴力論を提唱し

た元オスロ国際平和研究所所長のヨハン・ガ

ルトゥングヨーロッパ平和大学教授が基調講

演を行なった。

その中で、平和学とは、直接的暴力、構造的

暴力、そしてこの二つを正当化する文化的暴

力によってもたらされた人間の苦悩をどう緩

和するか、また、直接的平和、構造的平和、文化

的平和の諸条件は何か、などを併せて研究す

ることである、と述べている。

そして、平和学は、戦争を正当化し文化的暴

力に荷担する研究である「安全保障学」とは正

反対の立場であり、戦争は、既に消滅した二つ

の悪すなわち奴隷制度と植民地主義と同様

に、有害であるばかりか不必要であると断じ

た。

さらに、ヨハン・ガルトゥング教授は、沖縄

から基地を無くすために非暴力による 3つの

アプローチを提言した。

第一に基地対してNO!と言うこと、第二

に、東京とワシントンの政策決定者の門前で

抗議行動を実行すること、第三に、沖縄の県民

の一人一人が基地に対する率直な意見を書け

る大きなホワイトブックを公共広場において

自由に書き込んでもらう、という提言だった。

平和学の最終目標は平和であって研究では

ないとも言い、平和学は実践そのものなのだ

とした。

稲嶺知事は、咋年の訪米行動での米国政府

への文書で「沖縄県として我が国に所在する

米軍基地は、日米安全保障体制を維持する上

で重要な役割を果たし、我が国の安全と極東

における国際の平和と安全の維持に寄与して

いるものと理解しており、本県に所在する米

軍基地の重要性についても、十分認識してお

ります」と米軍基地擁護の姿勢を明確に示し

た。沖縄への米軍基地の集中に異議を唱えず

米軍基地を認める立場の稲嶺知事が、平和学

の視点の看板を掲げて沖縄平和賞を創設すべ

きではない。沖縄平和賞の創設は、沖縄の米軍

基地の固定化を意図するものであってはなら

ない。沖縄県民の基地負担を軽減し、沖縄の米

軍基地の削減と撤去に結びつくものでなけ

ればならないはずだ。

以上の理由で、沖縄の米軍基地の現状を肯

定し新たな基地建設をめざす中での沖縄平和

賞の創設に反対した。
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自衛隊那覇駐屯地の未契約土地返還

3月31日付で陸上自衛隊の那覇駐屯地の

契約更新を拒否した土地が地主に返還され

た。同基地では3月31日に6筆6件が拒否

されている。

米軍基地内の土地については米軍用地特別

措置法で強制使用できるが、自衛隊基地内の

土地に関しては強制使用を定めた法律がな

く、所有者が契約を拒否すれば返還しなけれ

ばならない。平和憲法の下で士地収用法で適

用される士地の中に自衛隊基地は入っていな

し）。

4月7日に正式に土地330平方メートル

を引き渡された高江洲朝男さんは「自衛隊基

地の中に平和の花園を造りたい。平和のモ

ニュメントも造っていきたい。訪れた人が花

を植えて平和を考える場にしたい」などと自

由な出入り求めているが、陸自側は制限を設

けたいとしており、近く高江洲さんと協議す

ることになっている。土地は2筆で19 7 2 

年3月末に米軍基地から返還されて翌4月1

日に親族が自衛隊と契約を交していたが、十

数年前に士地に関する全権利を移された高江

洲さんは、地料受け取りを拒否し続け、今回の

期限切れに伴う更新も断わった。同氏の友人

である喜納昌吉さんらも一緒に受け取りのた

めに基地内に入り、ガジュマルなどの苗木を

植樹した。

他にも県出身で東京都大和市に住む地主に

約50 0平方メートルの土地が返還された

が、公道から250メートルのところを1.2 

キロメートルも遠回りをしなければならない

ので、地主はかって航空自衛隊那覇基地でも

同様に返還された土地について公道から数百

メートルの土地までフェンスで覆った通路が

設けられた事などを理由に挙げて通路を要求

している。

北谷町女性暴行事件で米兵の有罪確定

昨年6月29日の深夜に起こった北谷町美

浜（みはま）のショッピング街の公共駐車場で

起こった嘉手納基地所属の空軍特殊部隊員に

よる沖縄女性暴行事件で最後まで犯行を認め

ず合意の上だったと強弁した米兵被告に、 3

月28日の裁判で懲役2年8月の実刑判決が

出た。

同事件では被害者が拒否し車外に出て必死

に助けを求め抵抗したにも関わらず、被告米

兵は同僚の制止を聞かず車外での暴行に及ん

だもので極めて悪質だった。そのことは多く

の目撃証言で裏付けられた。

しかし、被告米兵は一貫して合意による無

罪を主張し、被告人弁護士も公判で「アメ女」

や「黒女」のべっ称を持ち出して米軍人・軍属

との交際を求める女性の存在を理由に被害者

の落度を印象付けようとしたため、関係者や

多くの県民から厳しい批判が出た。県内では

米兵と国際結婚をしている沖縄女性も多く、

家族や親戚、友人・知人などの関係者は極めて

多い。被告弁護側が被告人の無罪を主張する

ために米兵の交際する沖縄女性を侮辱的な言

葉で使って非難したことは、米兵と交際もし

くは結婚してる女性や関係者にとっても許せ

ないことだろう。

被告弁護人側のこのような対応は、国内の

一部週刊誌や米タイム誌などでも取り上げら

れ、被害女性には裁判と報道の「セカンドレイ

プ」のような事態を引き起こし、沖縄弁護士会

がマスコミ関係に対して「被害者配慮の報道

を」求めた。

湿`ら
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日米地佐協定の運用上は婦女暴行について

は起訴前に引き渡す約束にもかかわらず、今

回の事件では被告の無罪主張を理由に米側が

日本側の逮捕状請求後も身柄引き渡しを拒否

したので日米政府間の大問題になった。 5日

目になって引き渡された。当時の田中真紀子

外相は地位協定改定の可能性の検討を表明す

るなど、日米地位協定改定を求める声が高

まった。しかし、小泉首相は地位協定改定につ

いて将来の課題と先送りした。

実刑判決について被告弁護団は、判決が被

告人側の主張をことごとく退けたことにも

「被告は無罪だ」との主張を繰り返したが、 4

月11日までに福岡高裁那覇支部への控訴手

続きをせず、懲役2年8月の実刑が確定した。

裁判では被害者のプライバシーを守るため

に被害者の証言時にビデオリンクシステムが

取り入れられるなど被害女性の告訴証言をや

りやすくされた。

判決についで被害を受けた女性は「真実を

認めてくれた。公正な裁判が行なわれ、当然の

結果だc一日も早く事件の事を忘れたいので

そっとして欲しい」と関係者を通してコメン

トした。

環境省がジュゴンを保護対象に

4月1日午後3時半ごろ｀こども、とみら

れるジュゴンが名護市嘉陽の東沖リーフの約

7 0メートル海上を辺野古沖に回遊しいてい

るところを地元紙・琉球新報のカメラマンが

ヘリコプターから撮影した。環境省は、ジュゴ

ンの生態調査を沖縄本島北部の西海岸沿岸で

おこなっているが、当初は防衛施設庁で済ま

そうとした辺野古沿岸域などの本島北部の東

海岸沿岸についても調査を行なうことを明ら

かにした。

4月12日までに環境省が今国会に提案し

ている烏獣保護法の全面改正案でジュゴンや

ニホンアシカ、アザラシなどの哺乳類の保護

も盛り込んで保護対象とする方針を固めた。

県内と国内の自然保護団体の取り組みによっ

て昨年の世界自然保護会議（主催•国際自然保

護連合）で「ジュゴン保護に関する勧告」が全

回一致で採択されたことを受けたもの。

世界自然保護基金ジャパンやジュゴン保護

基金では、ジュゴンの住む本島北部の東海岸

沿いを保護区域にすることを求めている。

ジュゴン保護を求める国内外の世論の高まり

は普天間移設にも影響を与えるものになるに

違いない。

米軍の動き活発

普天間基地の周辺でも米軍ヘリ訓練の激化

やジェット戦闘機の発着頻度が大幅に増える

など在沖米軍の動きが活発になっている。 4

月8日から 10日にかけては米海軍ホワイト

ビーチに米海軍の強襲揚陸艦エセックス(4

0、532トン）、ドック型揚陸艦ジャーマン

タウンとフォート・マクヘンリー(15、72 

6トン）、ドック型揚陸輸送艦ジュノー(16、

500トン）と国連軍オーストラリア海軍の

潜水艦HMASファーンコム、米原子力潜水

艦シャルロット(60 0 0トン）など6隻が相

次いで寄港した。沖縄近海で演習を行なった

と思われる。

これらの艦船は沖縄近海でミサイル訓練を

していたことが米海軍のホームページで明ら

かになった。ミサイルの発射訓練はジャーマ

ンタウンから行なわれた。那覇軍港では4月

8日から米海軍輸送部隊の所属の貨物船グ

リーン・ウェーブ寄港し、沖縄に駐留する海軍

工兵大隊約350名や器材などを積み込んで

いる。フィリピンでのテロ掃討作戦を支援す

るためにフィリピンに向かうと見られてい

る。米軍が増派の意向に対し、フィリピン政府

は4月11日に受け入れの意向を示している

が、正式にはまだ決定してない。(4月12日記）
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「合同演習」に名を借りた反テロ戦争一

米国の軍事介入に反対する
Gathering for Peace=フィリピン平和団体連合体の共同声明

(Pacific News Bulletine 3月号より）

フィリピンは今、米国メディアの言うところ

の「対テロリズム戦争」におけるアフガニスタ

ンの次の第二の根拠地になっている。

特殊部隊160名を含む600人の米軍が、フィ

リピン国軍との「合同演習」を開始した。しかし

これは、ミンダナオ島のバシラン及びザンボア

ンガにおける「実戦」のカモフラージュにすぎ

ない。

比米両国政府は、バシラン及びザンボアンガ

への米軍の展開は「演習にすぎない」と説明に

努めている。しかしフィリピン民衆が今直面し

ているのは、外国軍隊による軍事介入の亡霊に

他ならない。

フィリピン政府のこの問題に対する態度は

極めて不透明である。民衆には、米軍部隊の戦

闘地域への投入の

真の目的について知る権利がある。たんなる演

習であるのか実戦への参加であるのかという

問題に関する大統領官邸、国防省、外務省の説

明は互いに食い違い、矛盾しており、憲法J::及

び法律J::の疑義を抱かざるを得ない。

私たちは、米軍部隊を戦闘地域に招き入れ、

この地域を根城とする盗賊集団であるアブ・サ

ヤフの掃討にあたらせることは憲法違反であ

ると確信する。これは、訪問軍隊協定(VFA)に

も米比相互防衛条約(MDT)にも書かれていな

い超法規的行為である。アロヨ大統領が米軍を

招き入れたことはその権限を逸脱する行為で

あり、これらの活動はフィリピン議会によって

批准された条約という法の支配の下に置かれ

なければならない。

私たちは、フィリピン政府がアブ・サヤフを

はじめとする国内の盗賊集団や犯罪者集団と

対決することを支持する。しかし、外国軍隊を

フィリピン国士に常駐させ国内問題への対処

にあたらせるという選択の必要性妥当性には

疑問を抱かざるを得ない。私たちは、アロヨ大

統領が主権問題を棚上げして便宜主義を優先

させた場当たり的対応に終止していることを

憂慮するものである。人々は、米軍の「援助」が

この問題の最終解決であると信じ込まされて

いる。だが実際には、国軍と犯罪集団との結託

という問題が存在しているのである。政府のこ

の問題への対処は能力の欠如ではなく政治的

失策であると言わねばならない。

私たちは、フィリピンが米国の対テロ戦争の

第二の戦線にされてしまっていることに重大

な危惧を抱いている。この戦争ゲーム＝

Kalayaan-Aguila（またはBalitakan…訳者）

2002と名付けられた、指揮官に米軍の高官が

あたっているという事実は、米国が、いかにこ

の軍事作戦と現在進行中の対テロキャンペー

ンと関連付けて考えているかを示している。

我が国の経験から私たちが学ぶべきは、この

ような社会的・経済的問題に軍事的対応を行っ

ても無駄であるということだ。敵や犯罪者の

「死体の数を数える」という古くさい戦術が信

頼できないことはもはや明らかである。米国の

ベトナムでの経験やフィリピンでの反乱制圧

作戦を見ても軍事的対応は効果がなく、社会

経済的根拠を持つ持つ事態はさらに悪化され

るばかりである。「死体の数を数える」ことは、
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軍の統計としては意味があるかもしれないが、

社会経済的問題に対しては火に油を注ぐ以外

の効果はない。これら問題は貧困や経済的不公

平を軽減していくことでしか解決されない。

対テロを口実とした人権侵害（立ち入り禁止

地区の設定、大量の自宅監禁、強制移動）がミン

ダナオ島において始まっていることが報じら

れている。私たちはこれに重大な危惧を抱いて

いる。私たちは、9.1 1事態以降の米国主導の

キャンペーンと反イスラム感情の高まりが、暴

力と非寛容を増大させ、ミンダナオにおける武

力紛争を解決するためにこれまでに注がれて

きた努力を足下から堀り崩すことを恐れる。

世界的なテロリズムに対する憂慮を私たち

も共有している。テロはあらゆる手段を使って

阻止しなければならない。しかし、私たちは、こ

れまで覆い隠され、無視され、人々を分断して

きた、より大きな問題を議論しなければならな

しヽ。

テロの脅威の増大を認識しつつ、私たち非政

府疇と民主団体は、拡大する貧困と不公平が

もたらすより大きく永続的な人権に対する脅

威との闘いを続けていく。 （訳：田巻一彦）

よれよれと100号… 1

●版下を作っていて気がついたのですが、なん

と「100号」なんですね。記念するべき号として

はあまりに「いつもモード」でありますが、今夜

は密かに乾杯！といきたいところです。この数

年は、よたよたよれよれで、読者の皆さんにご

心配かけたり、執筆者や編集スタッフの（や）さ

ん（み）さんに迷惑かけたり、四方八方平謝り状

態で迎える区切りの号。前身の「トマ食い虫」か

ら通算すれば18年かかって177号（どこかで数

え間違いをしているような気もするが）、改題

後は10年で100号。そう考えると結構すごいこ

会計報告
(02.3.9~4.6) 

［以ムl
0前期からの繰越 467.477 
〇当期の収入 10,000 

会費収入 10,000 

（内訳）維持個人

゜維持団体 C 

参加団体 C 

参加個人

゜通信会員 10,000 

カンパ収入 C 

運動収入

゜資料収入

゜預金利子

゜【立出］
●当期の支出 43,447 

電話・fax代 2,310 

郵送費 35,320 

文具・備品 2,967 

印刷・コピー代

゜振込等手数料 140 

分担金

゜雑費 2,710 

i ●時期への繰越 434,030 

とのような気もします。●辛抱強く読んでくだ

さったみなさん。財政を支えてくださったみな

さん、沢山の人たちの手でこの小さな通信を出

し続けることができたことを感謝します。最初

にスタートしたときは30代前半の青年（！）

だった編集長も50歳。信じられないね。次号で

は（や）（み）両さんからのコメント掲載予定。ご

期待あれ。（た）
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